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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】各需要家からの逆潮流量を制御可能な系統連系
装置、系統連系システム及び配電システムを提供する。
【解決手段】交流電力が配電される配電系統に蓄電装置
を連系する系統連系装置であって、配電系統から前記蓄
電装置へ潮流する潮流電力、或いは前記蓄電装置から前
記配電系統へ逆潮流する逆潮流電力を示す入出力電力を
制御する制御部と、所定の伝送経路を介して送信され、
前記入出力電力の調整又は設定を指示する第１調整指示
と、前記第１調整指示より前に前記所定の伝送経路を介
して送信され、前記蓄電装置における蓄電量の調整を指
示する第２調整指示とを受信する受信部とを有しており
、第１実施形態に係る系統連系装置１００において、受
信部１０１は、第１調整指示より前に送信される第２調
整指示を受信する。制御部１０４は、第２調整指示に基
づいて蓄電量を制御する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交流電力が配電される配電系統に蓄電装置を連系する系統連系装置であって、
　前記配電系統から前記蓄電装置へ潮流する潮流電力、或いは前記蓄電装置から前記配電
系統へ逆潮流する逆潮流電力を示す入出力電力を制御する制御部と、
　所定の伝送経路を介して送信され、前記入出力電力の調整又は設定を指示する第１調整
指示と、前記第１調整指示より前に前記所定の伝送経路を介して送信され、前記蓄電装置
における蓄電量の調整を指示する第２調整指示とを受信する受信部と
を有しており、
　前記制御部は、前記第１調整指示に基づいて前記入出力電力を制御し、前記第２調整指
示に基づいて前記蓄電量を制御する
ことを特徴とする系統連系装置。
【請求項２】
　前記第２調整指示は、前記蓄電量の増加を示し、
　前記第１調整指示は、前記逆潮流電力の増加を示す
ことを特徴とする請求項１に記載の系統連系装置。
【請求項３】
　前記第２調整指示は、前記蓄電量の減少を示し、
　前記第１調整指示は、前記逆潮流電力の減少、或いは前記潮流電力の増加を示す
ことを特徴とする請求項１に記載の系統連系装置。
【請求項４】
　交流電力が配電される配電系統に蓄電装置を連系する系統連系装置を備える系統連系シ
ステムであって、
　前記系統連系装置は、
　前記配電系統の電力を前記蓄電装置へ潮流する潮流電力、或いは前記蓄電装置の電力を
前記配電系統へ逆潮流する逆潮流電力を示す入出力電力を制御する制御部と、
　所定の伝送経路を介して送信され、前記入出力電力の調整又は設定を指示する第１調整
指示と、前記第１調整指示より前に前記所定の伝送経路を介して送信され、前記蓄電装置
における蓄電量の調整を指示する第２調整指示とを受信する受信部と
を有しており、
　前記制御部は、前記第１調整指示に基づいて前記入出力電力を制御し、前記第２調整指
示に基づいて前記蓄電量を制御する
ことを特徴とする系統連系システム。
【請求項５】
　配電系統に交流電力を配電する配電設備と、
　前記配電系統に蓄電装置を連系する系統連系装置をそれぞれ有する複数の需要家と
を備える配電システムであって、
　前記複数の需要家は、複数のグループにグループ化されており、
　前記系統連系装置は、
　前記配電系統から前記蓄電装置へ潮流する潮流電力、或いは前記蓄電装置から前記配電
系統へ逆潮流する逆潮流電力を示す入出力電力を制御する制御部と、
　所定の伝送経路を介して送信され、前記入出力電力の調整又は設定を指示する第１調整
指示と、前記第１調整指示より前に前記所定の伝送経路を介して送信され、前記蓄電装置
における蓄電量の調整を指示する第２調整指示とを受信する受信部と、
　前記第１調整指示及び前記第２調整指示それぞれに含まれ、前記複数のグループのうち
前記第１調整指示及び前記第２調整指示それぞれが適用される適用グループを示すグルー
プ情報に基づいて、自グループが前記適用グループか否かを判定する判定部と
を有しており、
　前記制御部は、前記判定部によって自グループが適用グループであると判定された場合
に、前記第１調整指示に基づいて前記入出力電力を制御し、前記第２調整指示に基づいて
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前記蓄電量を制御する
ことを特徴とする配電システム。
【請求項６】
　前記配電設備は、
　前記配電系統の電圧値の履歴、又は前記需要家での電力使用量の履歴に基づいて、前記
入出力電力の調整量又は設定値を算出する演算部と、
　前記演算部によって算出された前記調整量又は前記設定値を示す情報を含む前記第１調
整指示を生成する指示生成部と
を有することを特徴とする請求項５に記載の配電システム。
【請求項７】
　前記配電設備は、
　気象状況に基づいて、前記入出力電力の調整量又は設定値を算出する演算部と、
　前記演算部によって算出された前記調整量又は前記設定値を示す情報を含む前記第１調
整指示を生成する指示生成部と
を有することを特徴とする請求項５に記載の配電システム。
【請求項８】
　前記配電設備は、
　需要家での電力消費量に影響を与えるイベントの情報に基づいて、前記入出力電力の調
整量又は設定値を算出する演算部と、
　前記演算部によって算出された前記調整量又は前記設定値を示す情報を含む前記第１調
整指示を生成する指示生成部と
を有することを特徴とする請求項５に記載の配電システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配電系統への逆潮流電力を制御する系統連系装置、系統連系システム及び配
電システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、変電所から交流電力の供給を受ける各需要家（例えば、住宅や工場など）内に電
源装置及び蓄電装置が備えられるケースが増えている。具体的には、変電所の配下には、
複数の配電系統が設けられており、電源装置及び蓄電装置は、系統連系装置を介して配電
系統に接続される。電源装置から供給される電力は、自需要家内に設けられた家電などの
電力消費装置に供給されるだけでなく、系統連系装置を介して配電系統へ向かって逆潮流
されうる。
【０００３】
　ここで、例えば、夏場の午後のように各需要家内に設けられた電力消費装置の消費電力
がピークに達する場合には、各需要家における消費電力が変電所からの供給電力を上回っ
てしまうおそれがある。
【０００４】
　そこで、変電所側からの指示に応じて、各需要家の電源装置から供給される電力を許容
範囲内で逆潮流させる手法が提案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０―２４８１８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の手法では、蓄電装置に蓄電された電力の逆潮流
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について考慮されていないので、各需要家からの逆潮流量を増加する必要がある場合にお
いて、蓄電装置の残容量が少ないとき、逆潮流量を所望量まで増加させることができなか
った。
【０００７】
　一方で、各需要家からの逆潮流量を抑制する必要がある場合において、蓄電装置の残容
量が多いとき、逆潮流量を所望量まで抑制することができなかった。
【０００８】
　そこで、本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、各需要家から
の逆潮流量を制御可能な系統連系装置、系統連系システム及び配電システムを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の特徴に係る系統連系装置は、交流電力が配電される配電系統に蓄電装置を連系
する系統連系装置であって、配電系統から蓄電装置へ潮流する潮流電力、或いは蓄電装置
から配電系統へ逆潮流する逆潮流電力を示す入出力電力を制御する制御部と、所定の伝送
経路を介して送信され、入出力電力の調整を指示する第１調整指示と、第１調整指示より
前に所定の伝送経路を介して送信され、蓄電装置における蓄電量の調整を指示する第２調
整指示とを受信する受信部とを有しており、制御部は、第１調整指示に基づいて入出力電
力を制御し、第２調整指示に基づいて蓄電量を制御することを要旨とする。
【００１０】
　本発明の特徴に係る系統連系装置において、第２調整指示は、蓄電量の増加を示し、第
１調整指示は、逆潮流電力の増加を示すものであってもよい。
【００１１】
　本発明の特徴に係る系統連系装置において、第２調整指示は、蓄電量の減少を示し、第
１調整指示は、逆潮流電力の減少、或いは潮流電力の増加を示すものであってもよい。
【００１２】
　本発明の特徴に係る系統連系システムは、交流電力が配電される配電系統に蓄電装置を
連系する系統連系装置を備える系統連系システムであって、系統連系装置は、配電系統の
電力を蓄電装置へ潮流する潮流電力、或いは蓄電装置の電力を配電系統へ逆潮流する逆潮
流電力を示す入出力電力を制御する制御部と、所定の伝送経路を介して送信され、入出力
電力の調整を指示する第１調整指示と、第１調整指示より前に所定の伝送経路を介して送
信され、蓄電装置における蓄電量の調整を指示する第２調整指示とを受信する受信部とを
有しており、制御部は、第１調整指示に基づいて入出力電力を制御し、第２調整指示に基
づいて蓄電量を制御することを要旨とする。
【００１３】
　本発明の特徴に係る配電システムは、配電系統に交流電力を配電する配電設備と、配電
系統に蓄電装置を連系する系統連系装置をそれぞれ有する複数の需要家とを備える配電シ
ステムであって、複数の需要家は、複数のグループにグループ化されており、系統連系装
置は、配電系統から蓄電装置へ潮流する潮流電力、或いは蓄電装置から配電系統へ逆潮流
する逆潮流電力を示す入出力電力を制御する制御部と、所定の伝送経路を介して送信され
、入出力電力の調整を指示する第１調整指示と、第１調整指示より前に所定の伝送経路を
介して送信され、蓄電装置における蓄電量の調整を指示する第２調整指示とを受信する受
信部と、第１調整指示及び第２調整指示それぞれに含まれ、複数のグループのうち第１調
整指示及び第２調整指示それぞれが適用される適用グループを示すグループ情報に基づい
て、自グループが適用グループか否かを判定する判定部とを有しており、制御部は、判定
部によって自グループが適用グループであると判定された場合に、第１調整指示に基づい
て入出力電力を制御し、第２調整指示に基づいて蓄電量を制御することを要旨とする。
【００１４】
　本発明の特徴に係る配電システムにおいて、前記配電設備は、前記配電系統の電圧値の
履歴、又は前記需要家での電力使用量の履歴に基づいて、前記入出力電力の調整量又は設
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定値を算出する演算部と、前記演算部によって算出された前記調整量又は前記設定値を示
す情報を含む前記第１調整指示を生成する指示生成部とを有してもよい。
【００１５】
　本発明の特徴に係る配電システムにおいて、前記配電設備は、気象状況に基づいて、前
記入出力電力の調整量又は設定値を算出する演算部と、前記演算部によって算出された前
記調整量又は前記設定値を示す情報を含む前記第１調整指示を生成する指示生成部とを有
してもよい。
【００１６】
　本発明の特徴に係る配電システムにおいて、前記配電設備は、需要家での電力消費量に
影響を与えるイベントの情報に基づいて、前記入出力電力の調整量又は設定値を算出する
演算部と、前記演算部によって算出された前記調整量又は前記設定値を示す情報を含む前
記第１調整指示を生成する指示生成部とを有してもよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、各需要家からの逆潮流量を制御可能な系統連系装置、系統連系システ
ム及び配電システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】第１実施形態に係る配電システム１の構成を示す概略図である。
【図２】第１実施形態に係る変電所２０の構成を示すブロック図である。
【図３】第１実施形態に係る逆潮流情報に含まれる逆潮流電力情報を説明するための図で
ある。
【図４】第１実施形態に係る需要家３０の構成を示すブロック図である。
【図５】第１実施形態に係る系統連系装置１００の構成を示すブロック図である。
【図６】第１実施形態に係る蓄電装置３３を接続する手法を説明するための図である。
【図７】第１実施形態に係る蓄電装置３３を接続する手法を説明するための図である。
【図８】第１実施形態に係る系統連系装置１００の判定処理を示すフロー図である。
【図９】第１実施形態に係る系統連系装置１００における逆潮流電力の制御処理を示すフ
ロー図である。
【図１０】第１実施形態に係る系統連系装置１００における逆潮流電力の制御処理を示す
フロー図である。
【図１１】第１実施形態の変形例に係る配電システム１の構成を示す概略図である。
【図１２】第２実施形態に係る系統連系装置１００における逆潮流電力の制御処理を示す
フロー図である。
【図１３】第３実施形態に係る需要家３０の構成を示すブロック図である。
【図１４】第３実施形態に係る表示部３４における表示例を示す図である。
【図１５】第４実施形態～第７実施形態に係る変電所２０の構成を示すブロック図である
。
【図１６】第４実施形態に係る記憶部２６が記憶するデータの一例を示す図である。
【図１７】第５実施形態に係る変電所２０における所望の逆潮流電力量の算出動作を示す
フロー図である。
【図１８】図１７のステップＳ１１０の詳細を示すフロー図である。
【図１９】図１７のステップＳ１２０の詳細を示すフロー図である。
【図２０】第５実施形態の変形例に係る電力消費見込み総量ΣＷｃｏｎｓの算出方法を示
すフロー図である。
【図２１】第７実施形態に係る電力消費見込み総量ΣＷｃｏｎｓの算出方法を示すフロー
図である。
【図２２】第７実施形態に係る電力取得見込み総量ΣＷｇｅｔの算出方法を示すフロー図
である。
【発明を実施するための形態】
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【００１９】
　以下において、本発明の実施形態に係る系統連系システムについて、図面を参照しなが
ら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似
の符号を付している。
【００２０】
　ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに
留意すべきである。従って、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきである
。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていること
は勿論である。
【００２１】
　また、一般的に、配電系統から需要家へ向かう電力の流れを「潮流」といい、潮流する
電力、すなわち配電系統から需要家へ入力される電力を「潮流電力」という。また、需要
家から配電系統へ向かう電力の流れを「逆潮流」といい、逆潮流する電力、すなわち需要
家から配電系統へ出力される電力を「逆潮流電力」という。以下の説明では、「潮流電力
」及び「逆潮流電力」を「入出力電力」と併称すことに留意すべきである。
【００２２】
［第１実施形態］
　以下において、本発明の第１実施形態について説明する。第１実施形態では、近場での
イベント開催日や夏日などのように、昼間に消費電力のピークを迎えるケースについて説
明する。従って、第１実施形態では、昼間における逆潮流電力の増加による電力不足の解
消が望まれる。
【００２３】
（配電システムの構成）
　以下において、第１実施形態に係る配電システムの構成について、図面を参照しながら
説明する。図１は、第１実施形態に係る配電システム１の構成を示す概略図である。
【００２４】
　図１に示すように、配電システム１は、高圧電力供給源１０と、変電所２０と、複数の
需要家３０（需要家３０Ａ～３０Ｉ）とを有する。
【００２５】
　高圧電力供給源１０は、高圧送電線４０を介して高圧電力を変電所２０に送電する。高
圧電力供給源１０は、例えば、発電所である。
【００２６】
　変電所２０は、配電系統５０を介して、高圧電力を降圧して生成した交流電力を各需要
家３０に配電する。配電系統５０とは、変電所２０が各需要家３０を管理する単位である
。図示しないが、変電所２０は、複数の配電系統５０を配下に有していてもよい。なお、
変電所２０の構成については後述する。
【００２７】
　各需要家３０は、交流電力が配電される配電系統５０を介して、変電所２０と電気的に
接続されている。各需要家３０と配電系統５０との間では、必要に応じて電力の入出力が
行なわれる。
【００２８】
　ここで、複数の需要家３０は、複数のグループＧ（グループＧ１～グループＧ３）にグ
ループ化されている。具体的には、複数の需要家３０は、各グループＧから配電系統５０
への逆潮流電力が略等しくなるように振り分けられている。従って、本実施形態では、需
要家３０Ａ～３０Ｃが逆潮流可能な最大逆潮流電力は、需要家３０Ｄ～３０Ｆ及び需要家
３０Ｇ～３０Ｉそれぞれが逆潮流可能な最大逆潮流電力と略等しい。
【００２９】
　なお、後述する契約容量と、後述する電源装置３２の定格出力電力と、後述する蓄電装
置３３の蓄電容量とに基づいて、各需要家からの最大逆潮流電力を事前に把握することが
できる。
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【００３０】
（変電所の構成）
　以下において、第１実施形態に係る変電所の構成について、図面を参照しながら説明す
る。図２は、第１実施形態に係る変電所２０の構成を示すブロック図である。
【００３１】
　図２に示すように、変電所２０は、配電制御部２１と、指示生成部２２と、送信部２３
とを有する。
【００３２】
　配電制御部２１は、リレー２１Ａを有する。リレー２１Ａは、変圧器（不図示）で高圧
電力を降圧して生成された交流電力を配電系統５０へ配電するか否かを切り替える。
【００３３】
　指示生成部２２は、各需要家３０からの逆潮流電力の調整を指示するための第１調整指
示を生成する。ここで、本実施形態において、「第１調整指示」は、逆潮流電力の増加を
示す「逆潮流要請」と、逆潮流電力の増減を各需要家３０に一任することを示す「逆潮流
許可」と、逆潮流電力の停止を示す「逆潮流不許可」との総称であることに留意すべきで
ある。上述のとおり、第１実施形態は、逆潮流要請に基づく逆潮流電力の増加によって電
力不足の解消を図らんとするものである。
【００３４】
　一方で、指示生成部２２は、第１調整指示より前に、各需要家３０が備える蓄電装置３
３における蓄電量の調整を指示する第２調整指示を生成する。本実施形態において、「第
２調整指示」は、蓄電量の増加（充電）を示す「充電要請」と、蓄電量の減少（放電）を
示す「放電要請」とを含むことに留意すべきである。
【００３５】
　また、指示生成部２２は、第１調整指示及び第２調整指示に、第１調整指示及び第２調
整指示が適用される適用グループＧｐを示すグループ情報を含ませる。これによって、適
用グループＧｐに含まれる各需要家３０だけに第１調整指示及び第２調整指示を適用させ
ることができる。従って、本実施形態において、指示生成部２２は、グループＧ１～グル
ープＧ３それぞれに向けて異なる第１調整指示及び第２調整指示を生成することができる
。第１調整指示及び第２調整指示が、各グループＧに対してどのようなサイクルで生成（
送信）されるかについては後述する。
【００３６】
　また、指示生成部２２は、第１調整指示及び第２調整指示それぞれに、当該指示が適用
される時間帯を示す時間帯情報を含ませる。ただし、これに限らず、指示生成部２２は、
第１調整指示及び第２調整指示それぞれを定期的（例えば、１時間ごと）に新たに生成し
てもよい。
【００３７】
　また、指示生成部２２は、第１調整指示及び第２調整指示それぞれに、逆潮流電力や蓄
電量を示す逆潮流電力情報を含ませる。これによって、昼間における電力不足を効率よく
解消することができる。ここで、逆潮流電力情報は、例えば、以下の４手法に基づいて決
定することができる。
【００３８】
　（１）第１手法
　第１手法は、図３に示すような配電系統５０での電圧降下傾向（電圧降下幅Δｖ／時間
幅Δｔ）と、契約容量、電源装置３２の定格出力電力及び蓄電装置３３の蓄電容量とに基
づいて、各需要家３０からどの程度の逆潮流電力が得られれば電力不足を解消できるかを
算出する手法である。
【００３９】
　なお、各需要家３０が電力消費装置３１、電源装置３２及び蓄電装置３３を導入する際
（受電契約時）、契約容量が決定されるとともに、電源装置３２の定格出力電力及び蓄電
装置３３の蓄電容量などが電力会社に知らされる。従って、変電所２０は、電力会社に提
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示された情報を取得できることに留意すべきである。また、電圧Ｖは、各需要家３０の系
統連系装置と各配電系統５０とが接続される各連系点で測定されてもよい。この場合、各
連系点における測定値の平均値、最大値、最小値などを電圧Ｖとしてもよい。
【００４０】
　（２）第２手法
　第２手法は、当日の気象状況（リアルタイムデータ、予測データなど）、季節、時刻、
カレンダー情報、或いはスポーツ中継放送等のイベント（真夏の高校野球中継放送、オリ
ンピック中継放送などによる、需要家内のエアコン、テレビ等の電力消費装置での消費電
力量の増加）や、配電系統５０におけるイベント（コンサートなどの会場及び周辺施設で
の消費電力量の増加）の有無などを考慮して、各需要家３０からどの程度の逆潮流電力が
得られれば電力不足を解消できるかを算出する手法である。
【００４１】
　（３）第３手法
　第３手法は、第２手法で説明した当日の気象状況などに加えて、各需要家３０が備える
電源装置３２のタイプや定格出力電力などから算出される潮流／逆潮流量に基づいて、各
需要家３０からどの程度の逆潮流電力が得られれば電力不足を解消できるかを算出する手
法である。
【００４２】
　ここで、電源装置３２は、例えば、電源装置の定格出力電力が所定値以上であるタイプ
、公共用途タイプ、或いは、太陽光発電装置や風力発電装置のように環境に優しいクリー
ンエナジータイプ、ガスエンジン発電装置や燃料電池発電装置のように気象状況等により
出力変動のない安定供給タイプなどに分類される。
【００４３】
　（４）第４手法
　第４手法は、過去の電力使用履歴などからの予測情報、及び各需要家３０が備える電源
装置３２のタイプや定格出力電力などから算出される潮流／逆潮流量に基づいて、各需要
家３０からどの程度の逆潮流電力が得られれば電力不足を解消できるかを算出する手法で
ある。
【００４４】
　送信部２３は、指示生成部２２によって生成された第１調整指示及び第２調整指示を各
需要家３０に送信する。具体的には、送信部２３は、第１調整指示及び第２調整指示を、
配電系統５０（電力線通信等）を介して全需要家３０に一斉送信する。
【００４５】
　また、送信部２３は、第１調整指示及び第２調整指示を、配電系統５０とは異なる伝送
経路を介して各需要家３０に送信する。例えば、送信部２３は、地上波デジタル放送にお
けるコンテンツ配信領域とは別に設けられたデータ配信領域を用いて、第１調整指示及び
第２調整指示を全需要家３０に送信する。
【００４６】
（需要家の構成）
　以下において、第１実施形態に係る需要家の構成について、図面を参照しながら説明す
る。図４は、第１実施形態に係る需要家３０の構成を示すブロック図である。なお、図４
中の矢印は、電力の入出力の向きを示している。
【００４７】
　図４に示すように、需要家３０は、複数の電力消費装置３１（電力消費装置３１Ａ～電
力消費装置３１Ｃ）と、電源装置３２と、蓄電装置３３と、系統連系装置１００とを有す
る。電源装置３２と蓄電装置３３と系統連系装置１００とは、系統連系システムを構成す
る。
【００４８】
　電力消費装置３１は、配電系統５０から配電される潮流電力、及び電源装置３２によっ
て出力される出力電力を消費しながら動作する。電力消費装置３１は、例えば家電などで
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【００４９】
　電源装置３２は、太陽光発電装置、風力発電装置、燃料電池発電装置、ガスエンジン発
電装置などである。また、電源装置３２は、二次電池や電気二重層キャパシタなどであっ
てもよい。
【００５０】
　蓄電装置３３は、電源装置３２によって出力される出力電力や、配電系統５０からの潮
流電力を蓄電する。蓄電装置３３は、例えば、リチウムイオン電池やニッケル水素電池な
どの二次電池、或いは電気二重層キャパシタなどであってもよい。
【００５１】
　系統連系装置１００は、配電系統５０と複数の電力消費装置３１と電源装置３２と蓄電
装置３３との連系を制御する。例えば、系統連系装置１００は、配電系統５０と電蓄電装
置３３との連系を制御する状態では、蓄電装置３３から配電系統５０へ逆潮流される逆潮
流電力を制御する。系統連系装置１００の構成については後述する。
【００５２】
（系統連系装置の構成）
　以下において、第１実施形態に係る系統連系装置の構成について、図面を参照しながら
説明する。図５は、第１実施形態に係る系統連系装置１００の構成を示すブロック図であ
る。
【００５３】
　図５に示すように、系統連系装置１００は、受信部１０１と、記憶部１０２と、判定部
１０３と、制御部１０４とを有する。
【００５４】
　受信部１０１は、配電系統５０（電力線通信等）や地上波デジタル放送を介して、上述
した第１調整指示及び第２調整指示を受信する。
【００５５】
　記憶部１０２は、自需要家３０が属する先の自グループを特定する自グループ情報を記
憶する。また、記憶部１０２は、契約容量、電源装置３２の定格出力電力やタイプ、蓄電
装置３３の蓄電容量などを記憶する。
【００５６】
　判定部１０３は、受信部１０１によって受信された第１調整指示に含まれるグループ情
報に基づいて、自グループが適用グループＧｐか否かを判定する。
【００５７】
　制御部１０４は、判定部１０３によって自グループが適用グループＧｐであると判定さ
れた場合、第１調整指示及び第２調整指示に基づいて逆調整電力及び蓄電量を制御する。
一方で、制御部１０４は、判定部１０３によって自グループが適用グループＧｐでないと
判定された場合、第１調整指示を破棄する。
【００５８】
　ここで、変電所２０から各グループＧに送信される第１調整指示及び第２調整指示の一
例を挙げて、制御部１０４における制御について説明する。下表は、第１調整指示及び第
２調整指示の内容の一例である。下表では、第１調整指示は、逆潮流要請Ａと逆潮流許可
Ｂと逆潮流不許可Ｃを含み、第２調整指示は、充電要請Ｐと放電要請Ｑを含む。
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【表１】

【００５９】
　上表に示すように、消費電力のピークを迎える昼間（１２時から１５時まで）は、グル
ープＧ１～グループＧ３に対して逆潮流要請Ａが送信される。これに備えて、夜間（０時
から７時まで）には、グループＧ１～グループＧ３に対して充電要請Ｐが送信される。ま
た、午前中（８時から１２時まで）には、グループＧ１～グループＧ３それぞれが公平に
逆潮流できるように、逆潮流許可Ｂと逆潮流不許可Ｃとが組み合わされて送信される。な
お、夕方以降（１６時から２４時まで）には、夜間（０時から７時まで）における効率的
な充電を促進するために、グループＧ１～グループＧ３に対して放電要請Ｑが送信される
。
【００６０】
　制御部１０４は、充電要請Ｐが受信された場合、逆潮流電力を停止するとともに、蓄電
装置３３に電源装置３２の出力電力を蓄電させる。一方で、制御部１０４は、放電要請Ｑ
が受信された場合、蓄電装置３３に蓄電された電力を、電力消費装置３１への供給電力と
して使用するか、或いは逆潮流電力として配電系統５０に逆潮流する。
【００６１】
　また、制御部１０４は、逆潮流要請Ａが受信された場合、電源装置３２の出力電力と蓄
電装置３３に蓄電された電力とを、電力情報によって示される目標電力の範囲内で逆潮流
させる。
【００６２】
　また、制御部１０４は、逆潮流許可Ｂが受信された場合、電源装置３２の出力電力が電
力消費装置３１の消費電力よりも大きければ出力電力を逆潮流させることができる。例え
ば、逆潮流要請Ａが受信された後に逆潮流許可Ｂが受信された場合や需要家からの買取電
力価格が需要家への売電価格よりも高額である場合などには、電源装置３２の出力電力を
逆潮流させることが好ましい。一方で、逆潮流許可Ｂが受信された場合であっても、逆潮
流要請Ａが受信される前の場合、蓄電装置３３が満充電されていなければ、電源装置３２
の出力電力を蓄電装置３３に蓄電することが好ましい。
【００６３】
　また、制御部１０４は、逆潮流不許可Ｃが受信された場合、電源装置３２の出力電力が
電力消費装置３１の消費電力よりも大きかったとしても、電源装置３２の出力電力を蓄電
装置３３に蓄電する。すなわち、この場合、制御部１０４は、逆潮流電力を停止する。一
方で、制御部１０４は、電力消費装置３１及び蓄電装置３３に潮流電力を自由に供給する
ことができることに留意すべきである。特に、調整指示が、潮流量の増加を要請する潮流
要請（表１において不表示）を逆潮流不許可Ｂとともに含む場合には、制御部１０４は、
配電系統５０から電力消費装置３１及び蓄電装置３３への潮流電力を増加する。
【００６４】
　なお、制御部１０４は、電源装置３２の出力電力を配電系統５０の交流電力と同期する
ように制御する。具体的には、電源装置３２が直流電源（例えば、太陽光発電装置）であ
る場合、制御部１０４は、電源装置３２によって出力される直流電力を昇圧回路で昇圧し
た後に、配電系統５０の交流電力と同期させるために所定の交流電力に変換する。ここで
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、図６（ａ）～（ｄ）は、需要家３０において既設の太陽電池モジュールＳとパワーコン
ディショナーＣとに蓄電装置３３を接続する手法を説明するための図である。なお、図６
（ａ）～（ｄ）では、蓄電装置３３への入出力ソースがＤＣかＡＣかの違いがある。また
、図７は、太陽電池モジュールＳ、パワーコンディショナーＣ及び蓄電装置３３を新設す
る手法を説明するための図である。図７に示す手法では、パワーコンディショナーＣや各
種変換機に代えて、双方向ＤＣ／ＤＣ変換部及び双方向ＤＣ／ＡＣ変換部を有する系統連
系装置１００が用いられる。
【００６５】
　一方で、電源装置３２が交流電源（例えば、風力発電装置など）である場合、制御部１
０４は、電源装置３２によって出力される交流電力を整流回路で直流に変換した後に、配
電系統５０の交流電力と同期させるために、インバータ回路で所定の交流電力に変換する
か、或いは電源装置３２によって出力される交流電力をマトリクスコンバータ回路、サイ
クロコンバータ回路等で所定の交流電力に変換する。
【００６６】
（系統連系装置の動作）
　以下において、第１実施形態に係る系統連系装置の動作について、図面を参照しながら
説明する。図８は、第１実施形態に係る系統連系装置１００の判定処理を示すフロー図で
ある。
【００６７】
　図８に示すように、ステップＳ１０において、系統連系装置１００は、所定経路を介し
て、第１調整指示及び第２調整指示（以下、「指示」と略称する。）を受信する。
【００６８】
　ステップＳ１１において、系統連系装置１００は、所定経路からすべての指示を受信し
たか否かを判定する。すべての指示を受信している場合には、処理はステップＳ１２に進
む。一方で、すべての指示を受信していない場合には、処理はステップＳ１４に進む。
【００６９】
　ステップＳ１２において、系統連系装置１００は、自グループがグループ情報によって
示される適用グループと一致するか否かを判定する。自グループが適用グループと一致す
る場合、処理はステップＳ１３に進む。一方で、自グループが適用グループと一致しない
場合、処理は終了する。
【００７０】
　ステップＳ１３において、系統連系装置１００は、指示に基づいて、逆潮流電力及び蓄
電量を制御する。
【００７１】
　また、ステップＳ１４において、系統連系装置１００は、所定の受信待ち時間が経過し
たか否かを判定する。受信待ち時間が経過した場合、処理はステップＳ１５に進む。一方
で、受信待ち時間が経過していない場合、処理はステップＳ１０に戻る。
【００７２】
　ステップＳ１５において、系統連系装置１００は、所定経路からの受信エラーを出す。
受信エラーは、例えば、警告表示や警告音によってユーザに通知されてもよい。
【００７３】
　図９は、第１実施形態に係る系統連系装置１００における逆潮流電力の制御処理を示す
フロー図である。
【００７４】
　図９に示すように、ステップＳ２０において、系統連系装置１００は、第１調整指示に
含まれる電力情報を参照して、逆潮流要請量が０より大きいか否かを判定する。逆潮流要
請量が０より大きい場合、処理はステップＳ２１に進む。逆潮流要請量が０以下である場
合、ステップＳ２２において逆潮流電力が停止されて処理は終了する。
【００７５】
　ステップＳ２１において、系統連系装置１００は、蓄電装置３３の蓄電量が逆潮流要請
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量以上であるか否かを判定する。蓄電装置３３の蓄電量が逆潮流要請量以上である場合、
処理はステップＳ２３に進む。蓄電装置３３の蓄電量が逆潮流要請量より小さい場合、処
理はステップＳ２４に進む。
【００７６】
　ステップＳ２３において、系統連系装置１００は、逆潮流要請量に応じて、蓄電装置３
３から電力を出力する。
【００７７】
　ステップＳ２４において、系統連系装置１００は、逆潮流要請量に応じて、電源装置３
２から電力を出力する。
【００７８】
　ステップＳ２５において、系統連系装置１００は、逆潮流電力を配電系統５０に逆潮流
させる。
【００７９】
　また、図１０は、第１実施形態に係る系統連系装置１００における逆潮流電力の他の制
御方法を示すフロー図である。上述した制御方法と異なる点は、ステップＳ２４に代えて
、電源装置３２から電力消費装置３１への給電を抑制するステップＳ３０を備える点であ
る。これによれば、電力消費装置３１への給電を抑制することによって、電源装置３２の
出力電力をより多く逆潮流電力として利用することができる。
【００８０】
（作用及び効果）
　第１実施形態に係る系統連系装置１００において、受信部１０１は、第１調整指示より
前に送信される第２調整指示を受信する。制御部１０４は、第２調整指示に基づいて蓄電
量を制御する。
【００８１】
　具体的には、第１実施形態では、第１調整指示は逆潮流要請であり、第２調整指示は蓄
電要請である。そのため、特定時間帯において消費電力のピークを迎える場合には、各需
要家３０の蓄電装置３３に予め蓄電させておくことができる。従って、蓄電装置３３に蓄
電された電力を利用することによって、特定時間帯において逆潮流電力を所望量まで増加
させることができる。
【００８２】
　また、複数の需要家３０は複数のグループＧにグループ化されており、第１調整指示及
び第２調整指示は、第１調整指示及び第２調整指示が適用される適用グループＧｐを示す
。制御部１０４は、判定部１０３によって自グループが適用グループであると判定された
場合に、逆潮流電力及び蓄電量を制御する。
【００８３】
　そのため、一のグループＧと他のグループＧとをそれぞれ異なる指示によって制御する
ことができる。従って、各グループＧ間において逆潮流量を公平に制御することができる
。具来的には、表１に示したように、逆潮流許可Ｂと逆潮流不許可Ｃとを各グループＧ間
でローテーションさせることによって、各グループＧ間における逆潮流量の公平化を図る
ことができる。
【００８４】
［第１実施形態の変形例］
　以下において、第１実施形態の変形例について図面を参照しながら説明する。以下にお
いては、上述した第１実施形態との相違点について主として説明する。
【００８５】
　具体的には、第１実施形態では、各グループＧから配電系統５０への逆潮流電力が略等
しくなるように複数の需要家３０をグループ化することとした。これに対して、本変形例
では、各グループＧから配電系統５０への逆潮流電力が安定するように複数の需要家３０
をグループ化する。
【００８６】
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（配電システムの構成）
　以下において、第１実施形態に係る配電システムの構成について、図面を参照しながら
説明する。図１１は、本変形例に係る配電システム１の構成を示す概略図である。
【００８７】
　図１１に示すように、複数の需要家３０は、気象などの変動によって出力変動が生じや
すい電源装置３２を備える変動型需要家３０ａと、気象などの変動による出力変動が生じ
にくい電源装置３２を備える安定型需要家３０ｂとを含む。また、グループＧ１～Ｇ３そ
れぞれには、安定型需要家３０ｂが含まれている。
【００８８】
　なお、出力変動が生じやすい電源装置３２とは、例えば、太陽光発電装置や風力発電装
置のように環境に優しいクリーンエナジータイプの電源装置である。また、出力変動が生
じにくい電源装置３２とは、ガスエンジン発電装置や燃料電池発電装置のように気象状況
等により出力変動のない安定供給タイプの電源装置である。
【００８９】
　ここで、グループＧ２に含まれる需要家３０の電源装置３２の総定格出力電力（例えば
、約１０ｋＷ）は、グループＧ１に含まれる需要家３０の電源装置３２の総定格出力電力
（例えば、約４ｋＷ）と、グループＧ３に含まれる需要家３０の電源装置３２の総定格出
力電力（例えば、約６ｋＷ）との和に略等しい。
【００９０】
　次に、変電所２０から各グループＧに送信される第１調整指示及び第２調整指示の一例
について、下表を用いて説明する。

【表２】

【００９１】
　上表に示すように、消費電力のピークを迎える昼間（１２時から１５時まで）は、グル
ープＧ１～グループＧ３に対して逆潮流要請Ａが送信される。これに備えて、夜間（０時
から７時まで）には、グループＧ１～グループＧ３に対して充電要請Ｐが送信される。ま
た、午前中（８時から１２時まで）及び午後（１５時から１７時まで）には、グループＧ
１及びグループＧ３とグループＧ２とに対して、逆潮流許可Ｂと逆潮流不許可Ｃとがロー
テーションされる。
【００９２】
（作用及び効果）
　第１実施形態の変形例によれば、各グループＧは、変動型需要家３０ａと安定型需要家
３０ｂとを含む。従って、気象変動などが生じた場合においても、各グループＧは安定型
需要家３０ｂから安定的に逆潮流電力を配電系統５０に逆潮流することができる。
【００９３】
　また、グループＧ１とグループ３の総定格出力電力は、グループＧ２の総定格出力電力
に略等しくなるようにグループ化されている。グループＧ１及びグループ３とグループＧ
２とに対する逆潮流許可Ｂと逆潮流不許可Ｃとがローテーションされる。従って、各グル
ープＧ間における逆潮流量の公平化を図ることができる。
【００９４】
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［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。第２実施形態では、各需要家３０が備
える電源装置３２の出力電力が昼間にピークを迎えるケースについて説明する。このよう
な場合、配電系統５０の電圧が過剰に上昇するおそれがあるので、昼間における逆潮流電
力の抑制と潮流電力の増加とが望まれる。
【００９５】
　以下においては、上述した第１実施形態との相違点について主として説明する。具体的
には、第１調整指示及び第２調整指示のローテーションが変更される。変電所２０から各
グループＧに送信される第１調整指示及び第２調整指示の一例について、下表を用いて説
明する。
【００９６】
　下表では、第１調整指示は、逆潮流許可Ｂと逆潮流不許可Ｃと潮流要請Ｄとを含み、第
２調整指示は、放電要請Ｑのみである。潮流要請Ｄは、潮流量の増加を指示するものであ
り、逆潮流不許可Ｃとともに第１調整指示に含まれる。なお、第１調整指示には、潮流電
力を示す潮流電力情報が含まれていてもよい。
【表３】

【００９７】
　上表に示すように、朝から夕方（８時から１６時）までは、グループＧ１～グループＧ
３それぞれが公平に逆潮流できるように、逆潮流許可Ｂと逆潮流不許可Ｃとが、グループ
間でローテーションされて送信される。
【００９８】
　また、出力電力のピークを迎える昼間（１０時から１４時まで）には、配電系統５０の
電圧上昇を抑制するために、３つのグループＧのうち２つ以上のグループＧに対して逆潮
流不許可Ｃが送信される。また、潮流電力を蓄電装置３３に蓄電することによって配電系
統５０の電圧上昇をより効果的に抑制するために、逆潮流不許可Ｃとともに潮流要請Ｄが
送信される。
【００９９】
　また、朝から夕方（８時から１６時）までの蓄電に備えて蓄電装置３３の蓄電可能容量
を増加させるために、夕方から朝（１６時から７時まで）には、グループＧ１～グループ
Ｇ３に対して放電要請Ｑが送信される。
【０１００】
　なお、系統連系装置１００は、逆潮流不許可Ｃとともに潮流要請Ｄを受信した次の時間
帯で逆潮流許可Ｂを受信した場合、その次の時間帯に「Ｃ＋Ｄ」を受信する場合に備えて
蓄電装置３３の蓄電可能容量を増加しておくために、蓄電装置３３からの逆潮流を優先的
に行ってもよい。或いは、変電所２０は、逆潮流不許可Ｃとともに潮流要請Ｄを送信した
次の時間帯において、逆潮流許可Ｂとともに放電要請Ｑを送信してもよい。この場合、系
統連系装置１００は、放電要請Ｑに従って、蓄電装置３３から逆潮流を行う。
【０１０１】
（系統連系装置の動作）
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　以下において、第２実施形態に係る系統連系装置の動作について、図面を参照しながら
説明する。図１２は、第２実施形態に係る系統連系装置１００における逆潮流電力の制御
処理を示すフロー図である。
【０１０２】
　図１２に示すように、ステップＳ３０において、系統連系装置１００は、第１調整指示
に含まれる逆潮流電力情報又は潮流電力情報を参照して、逆潮流電力が０以下か否かを判
定する。逆潮流電力が０である場合（逆潮流不許可）、又は、逆潮流電力が０より小さい
場合（潮流要請）には、処理はステップＳ３１に進む。逆潮流電力が０より大きい場合に
は、ステップＳ３５において逆潮流電力を送電して処理は終了する。
【０１０３】
　ステップＳ３１において、系統連系装置１００は、蓄電装置３３の蓄電可能容量が０に
なることを回避するために、電源装置３２の出力電力を抑制する。ただし、需要家３０が
電源装置３２を備えていない場合には、ステップＳ３１は実行されない。
【０１０４】
　ステップＳ３２において、逆潮流電力が０か否かを判定する。逆潮流電力が０である場
合、処理はステップＳ３３に進む。一方で、逆潮流電力が０でない場合、すなわち潮流電
力が０より大きい場合には、処理はステップＳ３４に進む。
【０１０５】
　ステップＳ３３において、系統連系装置１００は、電源装置３２の出力電力を蓄電装置
３３に蓄電する。これによって、逆潮流電力は抑制される。
【０１０６】
　ステップＳ３４において、系統連系装置１００は、電源装置３２の出力電力及び配電系
統５０からの潮流電力を蓄電装置３３に蓄電する。
【０１０７】
（作用及び効果）
　第２実施形態に係る系統連系装置１００において、受信部１０１は、第１調整指示より
前に送信される第２調整指示を受信する。制御部１０４は、第２調整指示に基づいて蓄電
量を制御する。
【０１０８】
　具体的には、第２実施形態では、第１調整指示は逆潮流不許可Ｃを含み、第２調整指示
は放電要請Ｑである。そのため、特定時間帯において逆潮流電力のピークを迎える場合に
は、各需要家３０の蓄電装置３３を予め放電させておくことができる。従って、特定時間
帯において蓄電装置３３に電源装置３２の出力電力を蓄電させることによって、特定時間
帯において逆潮流電力を所望量まで抑制させることができる。
【０１０９】
　また、表３に示したように、逆潮流許可Ｂと逆潮流不許可Ｃとを各グループＧ間でロー
テーションさせることによって、各グループＧ間における逆潮流量の公平化を図ることが
できる。
【０１１０】
　また、第１調整指示は逆潮流不許可Ｃとともに潮流要請Ｄを含む。従って、蓄電装置３
３に潮流電力を蓄電させることによって、配電系統５０の電圧上昇を効果的に抑制するこ
とができる。
【０１１１】
［第３実施形態］
　以下において、本発明の第３実施形態について説明する。第３実施形態では、需要家３
０は、配電システム１に関する情報を表示する表示部を備える。
【０１１２】
　図１３は、本実施形態に係る需要家３０の構成を示すブロック図である。図１３に示す
ように、需要家３０は、表示部３４を備える。表示部３４は、系統連系装置１００に接続
されている。表示部３４は、系統連系装置１００に設けられていてもよい。
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【０１１３】
　表示部３４の表示項目は、例えば、（１）現在の調整指示の内容、（２）次回の調整指
示の内容、（３）逆潮流・潮流電力情報、（４）次回の調整指示までの時間、（５）売買
電力状況、（６）配電システムの動作状況などである。
【０１１４】
　図１４は、表示部３４における表示例を示す図である。図１４（ａ）は、上記表示項目
（１）～（５）の表示例である。図１４（ｂ）は、上記表示項目（６）の表示例である。
図１４（ｂ）では、配電系統５０に設けられた１０個のグループＧ１～Ｇ１０の逆潮流・
潮流電力履歴を示している。
【０１１５】
　ユーザは、表示部３４の表示項目（１）～（５）を確認することによって、自需要家の
動作状況をチェックすることができる。
【０１１６】
　また、ユーザは、表示部３４の表示項目（６）を確認することによって、各グループＧ
に公平に逆潮流の機会が与えられていることをチェックすることができる。図１４（ｂ）
の例では、現在は、グループＧ４で逆潮流不許可、グループＧ３で逆潮流許可であり、前
回は、グループＧ４で逆潮流許可、グループＧ３で逆潮流不許可であることが確認できる
。従って、グループＧ３及びグループＧ４のユーザは逆潮流が公平に行なわれていること
を確認できるので、ユーザの納得性を向上することができる。
【０１１７】
[第４実施形態]
　以下において、本発明の第４実施形態について説明する。第４実施形態では、第１実施
形態で説明した第１手法の詳細について説明する。
【０１１８】
　第１手法は、上述したように、配電系統５０での電圧降下傾向（電圧降下幅Δｖ／時間
幅Δｔ）と、契約容量、電源装置３２の定格出力電力及び蓄電装置３３の蓄電容量とに基
づいて、各需要家３０からどの程度の逆潮流電力が得られれば電力不足を解消できるかを
算出する手法である。
【０１１９】
　（変電所の構成）
　図１５は、第４実施形態に係る変電所２０の構成を示すブロック図である。図１５に示
すように、変電所２０は、第１実施形態で説明した送電制御部２１と、指示生成部２２と
、送信部２３とに加えて、検知部２４と、受信部２５と、記憶部２６と、演算部２７とを
有する。
【０１２０】
　検知部２４は、変電所２０内での配電系統５０の電圧値を検知する。検知部２４が検知
した電圧値は、記憶部２６に記憶される。
【０１２１】
　受信部２５は、変電所２０と各需要家３０との間の配電系統５０上に配置されているＳ
ＶＲ（自動電圧調整器）や柱上トランス等での測定電圧値、又は、各需要家３０の系統連
系装置１００と各配電系統５０とが接続される各連系点での測定電圧値を受信する。受信
部２５が受信した電圧値（測定電圧値）は、記憶部２６に記憶される。
【０１２２】
　記憶部２６は、契約容量、電源装置３２の定格出力電力及び蓄電装置３３の蓄電容量を
記憶する。例えば、記憶部２６は、各需要家３０との受電契約時、又は、電源装置３２／
蓄電装置３３の設置時における契約時などに、各需要家３０が配電系統５０の提供及び運
営にかかわる業者（電力会社等）に提供する情報に基づき、契約容量、電源装置３２の定
格出力電力及び蓄電装置３３の蓄電容量を記憶することができる。
【０１２３】
　演算部２７は、記憶部２６が記憶する配電系統５０の電圧値の履歴と、記憶部２６が記
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憶する契約容量、電源装置３２の定格出力電力及び蓄電装置３３の蓄電容量とに基づいて
、どの程度の逆潮流電力が得られれば電力不足を解消できるかを算出する。電力不足を解
消可能な逆潮流電力量（以下、所望の逆潮流電力量と称する）の算出方法の詳細について
は後述する。
【０１２４】
　演算部２７は、算出した所望の逆潮流電力量から需要家３０毎の電力取得見込み量Ｗｇ

ｅｔを確定する。
【０１２５】
　指示生成部２２は、需要家３０毎の電力取得見込み量Ｗｇｅｔを上述した逆潮流電力情
報として第１調整指示に含める。
【０１２６】
　その他の構成については、上述した第１実施形態と同様である。
【０１２７】
　（算出方法１）
　演算部２７は、以下の算出方法１及び／又は２に従って、所望の逆潮流電力量を算出す
る。まず、算出方法１について説明する。
【０１２８】
　演算部２７は、配電系統５０の電圧値の履歴を記憶部２６から取得し、配電系統５０で
の電圧降下傾向（電圧降下幅Δｖ／時間幅Δｔ）を算出する。演算部２７は、算出した電
圧降下傾向から、所定時間後の電力消費見込み総量ΣＷｃｏｎｓを算出する。
【０１２９】
　また、演算部２７は、記憶部２６が記憶する契約容量、電源装置３２の定格出力電力及
び蓄電装置３３の蓄電容量から、各需要家３０からの総逆潮流電力の見込み量である電力
取得見込み総量ΣＷｇｅｔを算出する。
【０１３０】
　演算部２７は、算出した電力消費見込み総量ΣＷｃｏｎｓと、算出した電力取得見込み
総量ΣＷｇｅｔとの差分が所定範囲内に収まる電力取得見込み総量ΣＷｇｅｔを所望の逆
潮流電力量として確定し、当該所望の逆潮流電力量から需要家３０毎の電力取得見込み量
Ｗｇｅｔを確定する。
【０１３１】
　（算出方法２）
　次に、算出方法２について説明する。
【０１３２】
　演算部２７は、配電系統５０の電圧値の履歴を記憶部２６から取得し、配電系統５０で
の電圧降下傾向（電圧降下幅Δｖ／時間幅Δｔ）を算出する。演算部２７は、算出した電
圧降下傾向から、電圧降下限界値に達するまでの時間ｔｄｏｗｎを算出する。ここで、電
圧降下限界値とは、電圧適正範囲の下限（図３参照）＋αの電圧値である。
【０１３３】
　また、演算部２７は、各需要家３０が逆潮流電力を最大限に出力した場合の、電圧降下
限界値から現在の電圧値に達するまでの時間ｔｇｅｔを算出する。
【０１３４】
　演算部２７は、電圧降下限界値に達するまでの時間ｔｄｏｗｎと、電圧降下限界値から
現在の電圧値に達するまでの時間ｔｇｅｔとの差分が所定範囲内に収まる時間ｔｔｕｎｅ

に対応する各需要家３０からの逆潮流電力量を所望の逆潮流電力量とする。演算部２７は
、所望の逆潮流電力量から、需要家３０毎の電力取得見込み量Ｗｇｅｔを算出する。
【０１３５】
　（作用及び効果）
　第４実施形態に係る変電所２０において、演算部２７は、配電系統５０の電圧値の履歴
に基づいて所望の逆潮流電力量を算出し、所望の逆潮流電力量から需要家３０毎の電力取
得見込み量Ｗｇｅｔを算出する。指示生成部２２は、演算部２７によって算出された電力
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取得見込み量Ｗｇｅｔを示す逆潮流電力情報を含む第１調整指示を生成する。これにより
、所望の逆潮流電力量を適切に算出でき、消費電力のピークを迎える時間帯において電力
不足を解消できる。
【０１３６】
[第５実施形態]
　以下において、本発明の第５実施形態について説明する。第５実施形態では、第１実施
形態で説明した第２手法のケース１について説明する。
【０１３７】
　第２手法のケース１は、当日の気象状況（リアルタイムデータ、予測データなど）、季
節、時刻、カレンダー情報を考慮して、所望の逆潮流電力量を算出する手法である。
【０１３８】
　（変電所の構成）
　図１５を参照して、第５実施形態に係る変電所２０の構成について説明する。
【０１３９】
　変電所２０の受信部２５又は検知部２４は、気象観測データとして以下の何れかを取得
する。
【０１４０】
　・変電所２０の地域のピンポイント気象予測データ
　・変電所２０での気象観測データ
　・変電所２０と各需要家３０との間の配電系統５０上に配置されているＳＶＲ（自動電
圧調整器）や柱上トランス等での気象観測データ
　・各需要家３０の系統連系装置１００と各配電系統５０とが接続される各連系点での気
象観測データ
　なお、上記ピンポイント気象予測データの対象となる「変電所２０の地域」は、変電所
２０の配下の配電系統５０及び／又は各需要家３０がある地域を含んでもよい。
【０１４１】
　また、変電所２０の受信部２５は、データ放送（デジタル放送、ＢＳ、ＣＳ、ＣＡＴＶ
など）、電波時計、又はインターネットから、季節、時刻、及びカレンダー情報を受信す
る。あるいは、変電所２０の内蔵タイマ（不図示）を用いて季節、時刻、及びカレンダー
情報を取得してもよい。
【０１４２】
　記憶部２６は、図１６に示すように、気象観測データに、時刻及びカレンダー情報を付
加して蓄積する。図１６の例では、気象観測データは、気温、湿度、天候、及び風向・風
速の各項目を含む。
【０１４３】
　記憶部２６は、契約容量、電源装置３２の定格出力電力及び蓄電装置３３の蓄電容量を
記憶する。例えば、記憶部２６は、各需要家３０との受電契約時、又は、電源装置３２／
蓄電装置３３の設置時における契約時などに、各需要家３０が配電系統５０の提供及び運
営にかかわる業者（電力会社等）に提供する情報に基づき、契約容量、電源装置３２の定
格出力電力及び蓄電装置３３の蓄電容量を記憶することができる。
【０１４４】
　演算部２７は、記憶部２６が記憶する気象観測データの履歴と、記憶部２６が記憶する
契約容量、電源装置３２の定格出力電力及び蓄電装置３３の蓄電容量とに基づいて、所望
の逆潮流電力量を算出する。所望の逆潮流電力量の算出方法の詳細については後述する。
【０１４５】
　（算出方法）
　図１７は、第５実施形態に係る変電所２０における所望の逆潮流電力量の算出動作を示
すフロー図である。
【０１４６】
　ステップＳ１１０において、演算部２７は、電力消費見込み総量ΣＷｃｏｎｓを算出す
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る。
【０１４７】
　ステップＳ１２０において、演算部２７は、電力取得見込み総量ΣＷｇｅｔを算出する
。
【０１４８】
　ステップＳ１３０において、演算部２７は、算出した電力消費見込み総量ΣＷｃｏｎｓ

と、算出した電力取得見込み総量ΣＷｇｅｔとの差分ΔＷを算出する。
【０１４９】
　差分ΔＷが所定範囲外であり（ステップＳ１４０；ＮＯ）、且つ、差分ΔＷが０よりも
大きい場合（ステップＳ１５０；ＹＥＳ）、ステップＳ１６０において演算部２７は、逆
潮流電力量の不足を解消するために、電力取得見込み量Ｗｇｅｔを増加させるための処理
を行う。具体的には、演算部２７は、電源装置３２のタイプを「定格出力電力が所定値以
上」又は「安定供給タイプ」に変更する、或いは、蓄電装置３３からの出力を増加させる
ことで、電力取得見込み量Ｗｇｅｔを増加させる。
【０１５０】
　差分ΔＷが所定範囲外であり（ステップＳ１４０；ＮＯ）、且つ、差分ΔＷが０以下で
ある場合（ステップＳ１５０；ＮＯ）、ステップＳ１７０において演算部２７は、逆潮流
電力量の過多を解消するために、電力取得見込み量Ｗｇｅｔを削減させるための処理を行
う。具体的には、演算部２７は、何れかの需要家３０についての電力取得見込み量Ｗｇｅ

ｔを削減する。
【０１５１】
　ステップＳ１６０又はステップＳ１７０が完了すると、処理がステップＳ１２０に戻る
。
【０１５２】
　一方、差分ΔＷが所定範囲内である場合（ステップＳ１４０；ＹＥＳ）、ステップＳ１
８０において演算部２７は、ステップＳ１２０で算出した電力取得見込み総量ΣＷｇｅｔ

を所望の逆潮流電力量として確定する。
【０１５３】
　ステップＳ１９０において演算部２７は、ステップＳ１８０で確定した所望の逆潮流電
力量から、需要家３０毎の電力取得見込み量Ｗｇｅｔを確定する。
【０１５４】
　ステップＳ２００において指示生成部２２は、ステップＳ１９０で確定した需要家３０
毎の電力取得見込み量Ｗｇｅｔに基づいて第１調整指示を生成し、送信部２３は、生成さ
れた第１調整指示を送信する。
【０１５５】
　次に、電力消費見込み総量ΣＷｃｏｎｓを算出する処理（図１７のステップＳ１１０）
の詳細について説明する。図１８は、図１７のステップＳ１１０の詳細を示すフロー図で
ある。図１８のフローは需要家３０毎に実行される。
【０１５６】
　ステップＳ１１１において、演算部２７は、所望の逆潮流電力量の算出対象となる所定
の時間帯を決定する。
【０１５７】
　ステップＳ１１２及びステップＳ１１３において、演算部２７は、記憶部２６が記憶す
る気象観測データの履歴を参照し、当該所定の時間帯に対応する気象予測データを生成す
る。
【０１５８】
　気象予測データを生成する方法としては、当該所定の時間帯の前の数時間分の気象観測
データを記憶部２６から読み出し、気象の変化の傾向を導き出して気象予測データを生成
することができる。或いは、当該所定の時間帯に対応する過去数年分の気象観測データを
記憶部２６から読み出し、読み出した過去数年分の気象観測データから気象予測データを
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生成することができる。
【０１５９】
　なお、気象予測データがＴＶ放送、データ放送、インターネット、又は専用回線等で配
信される場合には、配信される気象予測データを受信部２５が受信することで、所定の時
間帯に対応する気象予測データを取得してもよい。
【０１６０】
　ステップＳ１１４～ステップＳ１１７において、演算部２７は、当該所定の時間帯に対
応する気象予測データと、記憶部２６が記憶する当該需要家３０の契約容量とに基づいて
、当該需要家３０の電力消費見込み量Ｗｃｏｎｓを算出する。
【０１６１】
　例えば、季節が夏期（６～９月）である場合、ステップＳ１１５において演算部２７は
、当該所定の時間帯に対応する気象予測データ（気温・湿度）と、設定温度・設定湿度と
の差分から、冷房・製氷器の消費電力を電力消費見込み量Ｗｃｏｎｓとして算出する。
【０１６２】
　季節が冬期（１２～２月）である場合、ステップＳ１１６において演算部２７は、当該
所定の時間帯に対応する気象予測データ（気温・湿度）と、設定温度・設定湿度との差分
から、暖房・湯沸かし器の消費電力を電力消費見込み量Ｗｃｏｎｓとして算出する。
【０１６３】
　季節が中間期（３～５，１０，１１月）である場合、ステップＳ１１７において演算部
２７は、当該所定の時間帯に対応する気象予測データ（気温・湿度）と、設定温度・設定
湿度との差分から、空調自動モードの消費電力を電力消費見込み量Ｗｃｏｎｓとして算出
する。
【０１６４】
　演算部２７は、需要家３０毎の電力消費見込み量Ｗｃｏｎｓを合算することで、電力消
費見込み総量ΣＷｃｏｎｓを算出する。
【０１６５】
　次に、電力取得見込み総量ΣＷｇｅｔを算出する処理（図１７のステップＳ１２０の詳
細）について説明する。図１９は、図１７のステップＳ１２０の詳細を示すフロー図であ
る。図１９のフローは需要家３０毎に実行される。
【０１６６】
　ステップＳ１２１において、演算部２７は、図１８のステップＳ１１３で生成した、所
定の時間帯に対応する気象予測データを参照する。
【０１６７】
　ステップＳ１２２において、演算部２７は、記憶部２６が記憶する、電源装置３２の定
格出力電力を参照する。
【０１６８】
　ステップＳ１２３において、演算部２７は、記憶部２６が記憶する、蓄電装置３３の蓄
電容量を参照する。
【０１６９】
　ステップＳ１２４～ステップＳ１２７において、演算部２７は、当該所定の時間帯に対
応する気象予測データと、電源装置３２の定格出力電力と、蓄電装置３３の蓄電容量とに
基づいて、当該需要家３０の電力消費見込み量Ｗｃｏｎｓを算出する。
【０１７０】
　例えば、電源装置３２が太陽光発電設備であり、気象予測データの示す日射量が多い（
つまり、「晴れ」である）場合、ステップＳ１２５において演算部２７は、当該需要家３
０の電源装置３２についての出力電力Ｗｇｅｔ１を定格出力電力とする。また、当該需要
家３０が蓄電装置３３を備えている場合、演算部２７は、当該需要家３０の蓄電装置３３
についての出力電力Ｗｇｅｔ２を蓄電容量とする。
【０１７１】
　電源装置３２が太陽光発電設備であり、気象予測データの示す日射量が最大時の約半分
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（つまり、「曇り」である）である場合、ステップＳ１２６において演算部２７は、当該
需要家３０の電源装置３２についての出力電力Ｗｇｅｔ１を定格出力電力／２とする。ま
た、当該需要家３０が蓄電装置３３を備えている場合、演算部２７は、当該需要家３０の
蓄電装置３３についての出力電力Ｗｇｅｔ２を蓄電容量／２とする。これは、第２調整指
示によって既に充電指示が行われており、気象予測データの示す日射量が最大時の約半分
（曇り）であるからである。
【０１７２】
　電源装置３２が太陽光発電設備であり、気象予測データの示す日射量が少ない（つまり
、「雨又は雪」である）である場合、ステップＳ１２７において演算部２７は、当該需要
家３０の電源装置３２についての出力電力Ｗｇｅｔ１を定格出力電力／１０とする。また
、当該需要家３０が蓄電装置３３を備えている場合、演算部２７は、当該需要家３０の蓄
電装置３３についての出力電力Ｗｇｅｔ２を蓄電容量／１０とする。
【０１７３】
　以上より、当該需要家３０についての電力取得見込み量Ｗｇｅｔは、Ｗｇｅｔ１＋Ｗｇ

ｅｔ２となる。
【０１７４】
　演算部２７は、需要家３０毎の電力取得見込み量Ｗｇｅｔを合算することで、電力消費
見込み総量ΣＷｃｏｎｓを算出する。
【０１７５】
　なお、本動作フローにおいては、蓄電装置３３の蓄電容量が考慮されていたが、蓄電装
置３３の蓄電容量を考慮せずに、電源装置３２の定格出力電力に基づいて電力取得見込み
量Ｗｇｅｔを算出してもよい。
【０１７６】
　なお、曇りの時の日射量が最大量の１／２、雨又は雪の時の日射量が最大量の１／１０
としているのは一例であり、他の値であってもよい。
【０１７７】
　（作用及び効果）
　第５実施形態に係る変電所２０において、演算部２７は、気象状況に基づいて所望の逆
潮流電力量を算出し、所望の逆潮流電力量から需要家３０毎の電力取得見込み量Ｗｇｅｔ

を算出する。指示生成部２２は、演算部２７によって算出された電力取得見込み量Ｗｇｅ

ｔを示す逆潮流電力情報を含む第１調整指示を生成する。これにより、所望の逆潮流電力
量を適切に算出でき、消費電力のピークを迎える時間帯において電力不足を解消できる。
【０１７８】
[第５実施形態の変形例]
　以下において、本発明の第５実施形態の変形例について説明する。第５実施形態の変形
例では、第１実施形態で説明した第２手法のケース２について説明する。
【０１７９】
　第２手法のケース２は、スポーツ中継放送等のイベント（真夏の高校野球中継放送、オ
リンピック中継放送などによる、需要家内のエアコン、テレビ等の電力消費装置での消費
電力量の増加）や、配電系統５０におけるイベント（コンサートなどの会場及び周辺施設
での消費電力量の増加）の有無などを考慮して、所望の逆潮流電力量を算出する手法であ
る。
【０１８０】
　（変電所の構成）
　図１５を参照して、第５実施形態の変形例に係る変電所２０の構成について説明する。
ここでは、上述した第５実施形態と異なる点について説明する。
【０１８１】
　変電所２０の受信部２５は、スポーツ中継放送等のイベントの情報として、例えば、デ
ジタル放送の番組表、インターネットの番組表、配電系統５０区域内のイベント施設のイ
ンターネット情報、又はＣＡＴＶ等でのデータ放送を受信する。
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【０１８２】
　（算出方法）
　本変形例においては、電力消費見込み総量ΣＷｃｏｎｓの算出方法が、上述した第５実
施形態とは異なる。図２０は、第５実施形態の変形例に係る電力消費見込み総量ΣＷｃｏ

ｎｓの算出方法を示すフロー図である。図２０のフローは需要家３０毎に実行される。
【０１８３】
　ステップＳ３０１において、受信部２５は、スポーツ中継放送等のイベントの情報とし
て、例えば、デジタル放送の番組表、インターネットの番組表、配電系統５０区域内のイ
ベント施設のインターネット情報、又はＣＡＴＶ等でのデータ放送を受信する。
【０１８４】
　ステップＳ３０２において、演算部２７は、受信部２５が受信したイベント情報に対象
となるイベントが有るか否かを確認する。ここで、対象となるイベントとは、電力消費見
込み総量ΣＷｃｏｎｓに影響を与えるイベントであり、夏場のオリンピック中継放送など
がこれに該当する。対象となるイベントを特定するための情報は、例えば記憶部２６に予
め記憶されていてもよい。
【０１８５】
　対象となるイベントが有る場合（ステップＳ３０２；ＹＥＳ）、処理がステップＳ１１
１に進み、対象となるイベントが無い場合（ステップＳ３０２；ＮＯ）、ステップＳ３０
３において一定時間待ち状態となり処理がステップＳ３０１に戻る。
【０１８６】
　以降の処理については、図１８のステップＳ１１１～ステップＳ１１７の処理と同様で
ある。
【０１８７】
　（作用及び効果）
　第５実施形態の変更例に係る変電所２０において、演算部２７は、所定のイベントに基
づいて所望の逆潮流電力量を算出し、所望の逆潮流電力量から需要家３０毎の電力取得見
込み量Ｗｇｅｔを算出する。指示生成部２２は、演算部２７によって算出された電力取得
見込み量Ｗｇｅｔを示す逆潮流電力情報を含む第１調整指示を生成する。これにより、所
望の逆潮流電力量を適切に算出でき、消費電力のピークを迎える時間帯において電力不足
を解消できる。
【０１８８】
[第６実施形態]
　以下において、本発明の第６実施形態について説明する。第６実施形態では、第１実施
形態で説明した第３手法の詳細について説明する。
【０１８９】
　第３手法は、上述したように、第２手法で説明した当日の気象状況などに加えて、各需
要家３０が備える電源装置３２のタイプや定格出力電力などから算出される潮流／逆潮流
量に基づいて、各需要家３０からどの程度の逆潮流電力が得られれば電力不足を解消でき
るかを算出する手法である。
【０１９０】
　図１５を参照して、第６実施形態に係る変電所２０の構成について説明する。
【０１９１】
　変電所２０の受信部２５又は検知部２４は、上述したような気象観測データを取得する
。
【０１９２】
　また、変電所２０の受信部２５は、データ放送（デジタル放送、ＢＳ、ＣＳ、ＣＡＴＶ
など）、電波時計、又はインターネットから、季節、時刻、及びカレンダー情報を受信す
る。あるいは、変電所２０の内蔵タイマ（不図示）を用いて季節、時刻、及びカレンダー
情報を取得してもよい。
【０１９３】
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　記憶部２６は、図１６に示すように、気象観測データに、時刻及びカレンダー情報を付
加して蓄積する。図１６の例では、気象観測データは、気温、湿度、天候、及び風向・風
速の各項目を含む。
【０１９４】
　また、記憶部２６は、各需要家３０の電源装置３２のタイプ及び定格出力電圧を記憶す
る。例えば、記憶部２６は、受電契約時、又は、電源装置３２／蓄電装置３３の設置時に
おける契約時などに、各需要家３０が配電系統５０の提供及び運営にかかわる業者（電力
会社等）に提供する情報に基づき、各需要家３０の電源装置３２のタイプ及び定格出力電
圧を記憶することができる。
【０１９５】
　演算部２７は、記憶部２６が記憶する気象観測データの履歴から、各需要家３０につい
て電力消費見込み量Ｗｃｏｎｓを算出し、電力消費見込み総量ΣＷｃｏｎｓを算出する。
演算部２７は、記憶部２６が記憶する、各需要家３０の電源装置３２のタイプ及び定格出
力電圧から、各需要家３０について電力取得見込み量Ｗｇｅｔを算出し、電力取得見込み
総量ΣＷｇｅｔを算出する。
【０１９６】
　そして、演算部２７は、電力消費見込み総量ΣＷｃｏｎｓと電力取得見込み総量ΣＷｇ

ｅｔとの差分が所定範囲内に収まる電力取得見込み総量ΣＷｇｅｔを所望の逆潮流電力量
として算出し、需要家３０毎の電力取得見込み量Ｗｇｅｔを算出する。
【０１９７】
[第７実施形態]
　以下において、本発明の第７実施形態について説明する。第７実施形態では、第１実施
形態で説明した第４手法の詳細について説明する。
【０１９８】
　第４手法は、上述したように、過去の電力使用履歴などからの予測情報、及び各需要家
３０が備える電源装置３２のタイプや定格出力電力などから算出される潮流／逆潮流量に
基づいて、各需要家３０からどの程度の逆潮流電力が得られれば電力不足を解消できるか
を算出する手法である。
【０１９９】
　（変電所の構成）
　図１５を参照して、第７実施形態に係る変電所２０の構成について説明する。
【０２００】
　受信部２５は、各需要家３０の電力使用量のデータを受信する。例えば、受信部２５は
、各需要家３０の売電メータの電力データ、及び／又は各需要家３０の買電メータの電力
データを受信する。検知部２４は、配電系統５０の電力状態から各需要家３０の電力使用
量を検知する。
【０２０１】
　記憶部２６は、受信部２５及び／又は検知部２４により得られた電力使用量のデータを
蓄積する。
【０２０２】
　また、記憶部２６は、各需要家３０の電源装置３２のタイプ及び定格出力電圧を記憶す
る。例えば、記憶部２６は、受電契約時、又は、電源装置３２／蓄電装置３３の設置時に
おける契約時などに、各需要家３０が配電系統５０の提供及び運営にかかわる業者（電力
会社等）に提供する情報に基づき、各需要家３０の電源装置３２のタイプ及び定格出力電
圧を記憶することができる。
【０２０３】
　演算部２７は、記憶部２６が記憶する電力使用量の履歴から、データ遷移を予測し、各
需要家３０について電力消費見込み量Ｗｃｏｎｓを算出し、電力消費見込み総量ΣＷｃｏ

ｎｓを算出する。演算部２７は、記憶部２６が記憶する、各需要家３０の電源装置３２の
タイプ及び定格出力電圧から、各需要家３０について電力取得見込み量Ｗｇｅｔを算出し
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、電力取得見込み総量ΣＷｇｅｔを算出する。
【０２０４】
　そして、演算部２７は、電力消費見込み総量ΣＷｃｏｎｓと電力取得見込み総量ΣＷｇ

ｅｔとの差分が所定範囲内に収まる電力取得見込み総量ΣＷｇｅｔを所望の逆潮流電力量
として算出し、需要家３０毎の電力取得見込み量Ｗｇｅｔを算出する。
【０２０５】
　（算出方法）
　第７実施形態において、所望の逆潮流電力量の算出方法の全体フローは上述した第５実
施形態（図１７）と同様であるが、電力消費見込み総量ΣＷｃｏｎｓ及び電力取得見込み
総量ΣＷｇｅｔそれぞれの算出方法が上述した第５実施形態とは異なる。
【０２０６】
　図２１は、第７実施形態に係る電力消費見込み総量ΣＷｃｏｎｓの算出方法を示すフロ
ー図である。図２１のフローは需要家３０毎に実行される。
【０２０７】
　ステップＳ４１１において、演算部２７は、所望の逆潮流電力量を算出する対象となる
所定の時間帯を決定する。
【０２０８】
　ステップＳ４１２及びステップＳ４１３において、演算部２７は、記憶部２６が記憶す
る電力使用量の履歴を参照し、当該所定の時間帯に対応する電力消費見込み量Ｗｃｏｎｓ

を算出する。
【０２０９】
　演算部２７は、需要家３０毎の電力消費見込み量Ｗｃｏｎｓを合算することで、電力消
費見込み総量ΣＷｃｏｎｓを算出する。
【０２１０】
　図２２は、第７実施形態に係る電力取得見込み総量ΣＷｇｅｔの算出方法を示すフロー
図である。図２２のフローは需要家３０毎に実行される。
【０２１１】
　ステップＳ４２１において、演算部２７は、記憶部２６が記憶する、電源装置３２のタ
イプ及び定格出力電力を参照する。
【０２１２】
　ステップＳ４２２において、演算部２７は、記憶部２６が記憶する、蓄電装置３３の蓄
電容量を参照する。
【０２１３】
　ステップＳ４２３～ステップＳ４２６において、演算部２７は、電源装置３２のタイプ
及び定格出力電力と、蓄電装置３３の蓄電容量とに基づいて、当該需要家３０についての
電力取得見込み量Ｗｇｅｔを算出する。
【０２１４】
　例えば、電源装置３２のタイプが「定格出力電力が所定値以上」である場合には、ステ
ップＳ４２４において演算部２７は、当該需要家３０の電源装置３２についての出力電力
Ｗｇｅｔ１を定格出力電力とする。また、当該需要家３０が蓄電装置３３を備えている場
合、演算部２７は、当該需要家３０の蓄電装置３３についての出力電力Ｗｇｅｔ２を蓄電
容量とする。
【０２１５】
　電源装置３２のタイプが「クリーンエナジータイプ」である場合には、ステップＳ４２
５において演算部２７は、当該需要家３０の電源装置３２についての出力電力Ｗｇｅｔ１

を定格出力電力／２とする。また、当該需要家３０が蓄電装置３３を備えている場合、演
算部２７は、当該需要家３０の蓄電装置３３についての出力電力Ｗｇｅｔ２を蓄電容量／
２とする。
【０２１６】
　電源装置３２のタイプが「安定供給タイプ」である場合には、ステップＳ４２６におい
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て演算部２７は、当該需要家３０の電源装置３２についての出力電力Ｗｇｅｔ１を定格出
力電力とする。また、当該需要家３０が蓄電装置３３を備えている場合、演算部２７は、
当該需要家３０の蓄電装置３３についての出力電力Ｗｇｅｔ２を蓄電容量とする。
【０２１７】
　なお、電源装置３２のタイプが「クリーンエナジータイプ」である場合の出力電力を、
定格出力電力、蓄電容量の１／２としているのは一例であり、他の値であってもよい。
【０２１８】
　以上より、当該需要家３０についての電力取得見込み量Ｗｇｅｔは、Ｗｇｅｔ１＋Ｗｇ

ｅｔ２となる。
【０２１９】
　演算部２７は、需要家３０毎の電力取得見込み量Ｗｇｅｔを合算することで、電力消費
見込み総量ΣＷｃｏｎｓを算出する。
【０２２０】
　なお、本フローにおいては、蓄電装置３３の蓄電容量が考慮されていたが、蓄電装置３
３の蓄電容量を考慮せずに、電源装置３２の定格出力電力に基づいて電力取得見込み量Ｗ

ｇｅｔを算出してもよい。
【０２２１】
　（作用及び効果）
　第７実施形態に係る変電所２０において、演算部２７は、需要家３０の電力使用量の履
歴に基づいて所望の逆潮流電力量を算出し、所望の逆潮流電力量から需要家３０毎の電力
取得見込み量Ｗｇｅｔを算出する。指示生成部２２は、演算部２７によって算出された電
力取得見込み量Ｗｇｅｔを示す逆潮流電力情報を含む第１調整指示を生成する。これによ
り、所望の逆潮流電力量を適切に算出でき、消費電力のピークを迎える時間帯において電
力不足を解消できる。
【０２２２】
［その他の実施形態］
　本発明は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は
、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な
代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【０２２３】
　例えば、上述した実施形態では、指示は、各需要家３０に対して２つの伝送経路で送信
されるが、これに限定されるものではない。具体的には、指示は、１つの伝送経路を介し
て送信されてもよく、３つ以上の伝送経路を介して送信されてもよい。
【０２２４】
　また、上述した実施形態では、指示を送信するための所定の経路の一例として、地上波
デジタル放送におけるデータ配信領域について説明したが、これに限定されるものではな
い。例えば、指示は、ＢＳ放送、ＣＳ放送、ＣＡＴＶ、アナログＴＶ放送、ラジオ及び有
線放送、ページングシステム、携帯電話網、８０２．１１ｘ準拠のワイヤレス通信（無線
ＬＡＮ）、インターネットなどを介して送信されてもよい。また、指示は、電波時計の時
刻合わせに用いられる情報に付加されて、或いはネットワークを介して各需要家３０に送
信されてもよい。ネットワークを利用する場合、指示は、サーバ上で一定間隔で更新され
てもよい。
【０２２５】
　また、上述した実施形態では、指示は、変電所２０から送信されるが、これに限定され
るものではない。具体的には、指示は、他の装置（電力会社や放送局など）から送信され
てもよい。
【０２２６】
　また、上述した実施形態では、各需要家３０が電源装置３２を備えるケースについて説
明したが、各需要家３０は電源装置３２を備えていなくてもよい。この場合、系統連系装
置１００における逆潮流電力の制御処理は、図９のステップＳ２４、及び図１２のステッ
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【０２２７】
　また、上述した第３実施形態では特に触れていないが、系統連系装置は、表示部３４の
表示項目の他、受信した指示、各装置の状態（出力電力、蓄電可能容量、潮流電力（買電
電力）、逆潮流電力（売電電力）、或いはこれらの推移グラフなど）を表示装置に表示し
てもよい。このような表示装置としては、ＴＶモニタ、ＰＣモニタ、携帯電話モニタを用
いることができる。また、ＴＶ受信波やインターネットなどのネットワーク情報にのせら
れた指示は、系統連系装置１００によって非表示用のコードを除去されてもよい。また、
系統連系装置１００は、ＴＶ、ＰＣ、携帯電話からの情報を受信する機能を有していても
よい。この場合、電力消費装置３１への供給電力の抑制指示などをＴＶ、ＰＣ、携帯電話
から送信することができる。
【０２２８】
　また、上述した第２実施形態では特に触れていないが、第１実施形態の変形例と同様に
、各グループＧから配電系統５０への逆潮流電力が安定するように複数の需要家３０をグ
ループ化してもよい。
【０２２９】
　なお、上述した第４実施形態～第７実施形態で説明した手法は、上述した第２実施形態
にも応用可能である。
【符号の説明】
【０２３０】
１…配電システム、１０…高圧電力供給源、２０…変電所、２１…配電制御部、２２…指
示生成部、２３…送信部、３０…需要家、３１…電力消費装置、３２…電源装置、３３…
蓄電装置、３３…電蓄電装置、３４…表示部、４０…高圧送電線、５０…配電系統、１０
０…系統連系装置、１０１…受信部、１０２…記憶部、１０３…判定部、１０４…制御部
、Ｃ…パワーコンディショナー、Ｓ…太陽電池モジュール
【図１】 【図２】

【図３】
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